
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等について 

 
平成２１年４月１日から全面施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

においては、各市町村長等は健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査

を経て議会に報告し、かつ、住民に公表することとされています（第３条第１項及び第２

２条第１項）。 
平成２３年度決算に基づく本市の状況については次のとおりです。 
 

１ 健全化判断比率 
 ・本市に実質赤字額及び連結実質赤字額はありませんでした。 
 ・本市の実質公債費比率及び将来負担比率は、早期健全化基準を下回りました。 

（単位：％） 

区  分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

平成２３年度 ― ― １６．２ １１０．５ 

早期健全化基準 １２．７９ １７．７９ ２５．０ ３５０．０ 

平成２２年度 ― ― １７．４ １１０．１ 

平成２１年度 ― ― １８．７ １２６．２ 

平成２０年度 ― ― １９．６ １４６．５ 

平成１９年度 ― ― １９．４ １５９．４ 

 
２ 資金不足比率 
 ・本市が経営する４特別会計（水道事業会計、簡易水道事業特別会計、下水道事業特別

会計、農業集落排水事業特別会計）に資金不足額は生じませんでした。 
 

本市の平成２３年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率は、すべて基準を下

回ってはいますが、本市の財政を取り巻く状況は依然として厳しく、今後もより健全化に

向けた財政運営に努めます。 
 
（参考） 
①実質赤字比率 
福祉、教育、まちづくりなど、市町村の行政事務本体における赤字の程度を示す指標。 
各地方公共団体の一般会計と独立採算を原則とする公営企業会計などを除いた特別会計

（「一般会計等」という。）において、前年度の歳入が前年度の歳出に不足する額（繰上充

用額）等を実質赤字額として捉え、その団体の地方税や地方交付税といった一般財源の標



準的な規模に対する割合として示すもの。 
なお、実質赤字額が生じない場合はこの比率は算定されない。 

 
 
 
 
②連結実質赤字比率 
市町村の全ての会計の赤字と黒字を合算し、赤字額が黒字額を上回る場合にその程度を

示す指標。 
一般会計等の実質赤字額、国民健康保険事業、介護保険事業などの実質赤字額、上下水

道などの公営企業会計の資金不足額から実質黒字額及び資金剰余額を控除した結果、赤字

額等が黒字額等を上回る場合の額を連結実質赤字額として捉える。 
なお、連結実質赤字額が生じない場合はこの比率は算定されない。 

 
 
 

・連結実質赤字額： 
（各会計の実質赤字額・資金不足額）－（各会計の実質黒字額・資金剰余額） 

 
③実質公債費比率 
市町村の一般会計等が負担する公債費及びこれに準ずる経費の大きさを示す指標（H21 

年度からH23年度までの３か年平均で算定）。 
一般会計等の借入金である地方債の償還額のほか、公営企業会計の地方債の償還額に対

する一般会計等の負担額、一部事務組合の地方債の償還額に対する当該団体の一般会計等

の負担額、債務負担行為に基づく支出額のうち地方債の償還に準ずる経費等を含めた額を

実質的な公債費として捉える。 
 
 
 
 
 
 
 
④将来負担比率 
市町村が翌年度以降において負担することが確定している債務及び負担が見込まれる債

務の大きさを示す指標。 

一般会計等の実質赤字額 
実質赤字比率 ＝ ―――――――――――――― 

標準財政規模 

連結実質赤字額 
連結実質赤字比率 ＝ ―――――――――― 

標準財政規模 

実質公債費比率 ＝ 
（３か年平均） 
  （地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 
    （特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 



翌年度以降において負担することが確定している債務は、地方債の償還額、公営企業会

計や一部事務組合における地方債の償還額に対するその団体からの一般会計等からの負担

額、債務負担行為に基づく支出予定額のうち公債費に準ずる経費等である。 
また、負担が見込まれる債務としては、算定時点で債務の負担額が確定している訳では

ないが、退職手当負担見込額のように将来の負担が確実に見込まれるものや土地開発公社

の負債額、第三セクター等に対する損失補償債務などのように将来の負担の可能性がある

ものを捉えて算定する。 
なお、上記により算定した負担見込額等からは、当該団体が設置している基金、公営住

宅使用料など債務の償還に使うことのできる収入として見込まれる特定財源の額、地方交

付税の基準財政需要額への算入見込額を控除することとされている。 
 
 
 
 
 
 
⑤資金不足比率 
地方公共団体（一部事務組合等を含む。）が経営する上下水道事業、病院事業、観光施設

事業などの公営企業の資金の不足額の程度を示す指標（各特別会計ごとに算定）。 
それぞれの事業において当期の現金収入が当期の現金支出に不足する額を資金の不足額

として捉え、料金収入等（事業の規模）に対する比率として示したもの。 
なお、資金不足額が生じない特別会計はこの比率は算定されない。 

 
 
 
 
健全化法関係法令等は、総務省ホームページ＞地方公共団体財政健全化法関係資料 
 
お問い合わせは、 
健全化判断比率：財政課財政係（電話 0278-23-2111 内線 3262） 

 資金不足比率：上下水道課管理係（電話 0278-23-2111 内線 7522）へ 

将来負担比率 ＝ 
  将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基

準財政需要額算入額） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

資金の不足額 
資金不足比率 ＝ ―――――――― 

事業の規模 

http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index.html

